
頁 事業名 担当

1 緊急経済対策バリアフリー助成金 産業振興課

2 農地再生事業補助金 農政課

3 京たなべらしさ事業（玉露ＰＲ） 農政課

4
新エネルギーの普及啓発
（住宅用太陽光発電システム設置助成事業）

環境課

平成２３年度 当初予算主な事業説明資料

経済環境部



○ 目的

○ 事業概要

緊急経済対策バリアフリー助成金

予算額
新規・拡充
継続の別 継続千円3,000

1364

平成２３年度 当初予算主な事業

事業名

担当所属名 直通電話番号 64経済環境部産業振興課

市内業者の事業活動を支援し、もって地域経済の活性化を
図るとともに、高齢者、障害者等の社会参加を促進する
（平成２２年度～平成２３年度）。

市内業者により、住宅又は店舗のバリアフリー改修工事
を行う方に対し、工事費の半額、限度額10万円を助成。

事業内容

－

次の要件全てに該当すること

①京田辺市内で開業している中小企業等

②対象店舗で現に営業していること（賃貸でも可）

③小売店、飲食店、診療所、理・美容室など不特定多数の市民が訪れる業種を営んでいること

（工場や事務所部分は対象となりません。風営法第2条に規定する業種も不可です。）

④市税を滞納していないこと（市民以外の方でも市内に営業店舗があれば対象になりますが、

市税務課に開設届を提出した上で、事業所税を納付している必要があります。）

次の要件全てに該当すること

①京田辺市に住民登録をしていること

②対象住宅に現に住んでいること（賃貸でも可）

③市税を滞納していないこと

④申請者及び同居している人が、住宅改修に関して他制度の対象者でないこと

※他制度優先ですので、次に該当される場合は、担当課にお問い合わせください。
ア 要介護認定又は要支援認定を受けている人（申請中含む。）

イ 65歳以上で日常生活を営む上で住宅改善が必要と認められる人

［担当課：高齢介護課（庁舎２階④窓口］

ウ 下肢、体幹等身体障害３級以上、療育手帳Ａ判定の人

［担当課：障害福祉課（庁舎２階⑧窓口）］

対象工事経費が５万円（消費税別）以上で、助成金交付決定後に着工し、市内の施工業

者により施工する次に掲げる工事

①廊下、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロッ

クの設置工事

②通路や開口部の幅の拡張工事

③洋式便器等への取り替え工事

④その他、対象施設における移動の円滑化及び安全性の向上に関し改善されると認め

られる工事（自動ドア・ＥＶ設置、引き戸への変更など）

※木造住宅耐震改修補助や福祉のまちづくり推進事業補助金など、他制度との併用は

できません。

対
象
工
事

対
象
者

ご家族に 65 歳以上の
方がおられる場合は、
まずはこちらで相談を
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○ 目的

○ 事業概要

事業内容

市内の耕作放棄地の解消を進め、３年間で９ｈａの解消
を図り、もって良好な農環境、住環境に資する。

継続千円1,500

農地再生事業補助金

耕作放棄地の解消を図り、利用権の設定を受けた借り受
け者に対し、５万円／１０ａの奨励金を交付する。

－

平成２３年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号 64農政課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

1362

奨励金を用いて、
耕作放棄地の解
消を推進する補助
金です。
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○ 目的

○ 事業概要

1362－

平成２３年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号 64農政課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別

事業内容

継続千円800

京たなべらしさ事業

京田辺市は、京都を代表する高級玉露産地として全国
や関西の茶品評会にて農林水産大臣賞や産地賞を何度も
受賞しています。

この事業は、京田辺の特産品玉露を新規転入者にプレ
ゼントすることで、知って頂き、京田辺の玉露の品質も
合わせてＰＲし、茶業振興を図ろうとするものです。

市内に家族で新規転入していただいた方に、こだわり
の京田辺産玉露、急須、湯呑みなどの、茶のセットをお
配りします。「えっ！これがお茶？ 」と驚くほど、豊か
な甘味・旨味と上質の青海苔のような香りが特徴の香味
高いお茶です。

是非、市内に転入していらした際には農政課までお越
しいただき、市の文化のつまった特産品、玉露をお持ち
帰りください。
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○ 目的

○ 事業概要

1366－

平成２３年度 当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号 64経済環境部環境課

事業名

予算額
新規・拡充
継続の別7,000

新エネルギーの普及啓発

事業内容

地球温暖化防止に向けて新エネルギーの普及を促進する
ため、住宅用太陽光発電システムの設置者に対して、設
置費用の一部を補助するもの。

国や府の補助制度に加え、市として補助を行うこと
で、相乗的な効果をもって設置を促進する。

住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助しま
す。

（１）対象
住宅用太陽光発電システムを設置した者

（２）補助額（昨年度実績）
太陽光発電システムの公称最大出力１kwあたり３万

円。

拡充千円

平成22年度
予算総額

平成23年度
予算総額

500 万円 700 万円
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